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デザイン利用の目的

次の目的であれば無償で利用できます

１．清水区の知名度向上

２．清水区内の産業の振興

営利
目的
（要申請）

非営利目的（申請不要）
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デザイン利用時の申請

非営利目的 申請不要（オープンデータとして提供）

営利目的

利用の目的ごとに申請方法が異なります

申請手続きにより無償で利用可能です。

申 請 書
団体の概要が
分かる書類

企画等、商品の
内容や販売方法
が確認できる
書類

申請書類

規定の「様式」 「会社概要」など 「企画書」など



清 水 区申 請 者
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利用申請フロー図

申 請

生 産

販 売

審 査

承 認

確 認

申 請 書

報 告 書

報 告

承認通知書

データ提供
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「シズラ」デザイン一覧１（随時更新）
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「シズラ」デザイン一覧２（随時更新）
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「シズラ」デザイン一覧３（随時更新）
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デザイン利用時のお願い

縮尺率を変えて
変形させてはいけません

指定色以外の色を
使用してはいけません

次のことを守ってデザインを利用してください
特定の商品名・企業名を
ＰＲしてはいけません

○○社を
よろしくズラ～

キャラクターの脇に
「Ⓒ清水区」をつけましょう

Ⓒ清水区

最小サイズを守りましょう

縦15ｍｍ
以上

縦8ｍｍ
以上

※ デザイン上難しい場合は
商品タグ等でも可

他の画像と重なるときは
元のデザインが分かる範囲にしましょう
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デザイン利用の一例
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たくさんの申請
待っているズラ～☆

営利目的の利用については、「清水区広報
キャラクターデザイン利用に関する要綱」に
よる申請手続きが必要です。

詳細は、清水区役所地域総務課へお問い
合わせください。

問合せ先のご案内

利用申請前にお問い合わせください

【問合せ先】
静岡市 清水区役所地域総務課
地域振興係
静岡市清水区旭町６番８号
054-354-2028
smz-soumu@city.shizuoka.lg.jp


